
指定番号

　地方税法第３２１条の５の２の規定により承認を受けた特別徴収税額の納期の特例について、
その要件に該当しなくなったため、下記のとおり届出をします。

１.　　給与の支払いを受ける者が常時１０人未満でなくなったため

２.　　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　

※この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から地方税法
　 ３２１条の５の２に規定する納期の特例の承認の効力が失われることになります。
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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

平成　　　　年　　　月　　　日
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